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１．概要

■概要
「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日働き方改革実現会議

決定）及び国交省の「建設業働き方加速化プログラム」（平成30
年3月20日）の策定を踏まえ、国等の機関では週休2日工事の試行
を実施中

NEXCO東日本においてもH30年度より週休２日工事の発注を開始、
今後も継続し、週休２日工事の推進を図る。
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２．用語の定義

■用語の定義（基本は国交省と同定義） 本定義は特記仕様書に記載有

○週休2日
対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

○対象期間
着工日から工事が完成日した日までの期間をいう。ただし、下記を除く
・年末年始（12/29～1/3）
・工事の一時中止期間
・工場製作のみの期間、
・特記仕様書に示す施工対象外としている期間

○現場閉所
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務
所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

○４週８休以上
対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5％（
8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現
場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
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２．用語の定義

〇余裕期間制度（国交省制度と一部相違有）⇒ NEXCO東の場合は任意着手方式のみ
契約ごとに、工期の３０％を超えず、かつ、４ヶ月を超えない範囲内で余裕期間を
設定して発注し、工事の始期（工事着工日）を受注者が選択できる制度

余裕期間：契約期間内であるが、実工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置
が不要であり、工事に着手してはならない期間。工事着手以外の工事のた
めの準備は、受注者の裁量で行うことが可能。

契約締結後、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、「工事打合簿」を監督員に
提出のうえ協議することにより、工事着手可能
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３．週休２日工事の実施に伴う費用の計上

■積算方法等（国交省の補正率を準拠）

○発注方式及び休日区分毎の補正率

現場閉所状況に応じて、上記を基準に費用を計上
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４．週休２日工事の概要

項 目 NEXCO東日本

発注方式 発注者指定方式 受注者希望方式

①対象工事 全ての土木工事（工種問わず）のうち下記を除く工事
・施工時間や施工期間に制約があるなど制約が多く施工条件が厳しい工事
・現地の施工条件により早期対応が必要など施工条件が厳しい工事

②対象工事の明示
方法

入札公告、特記仕様書に「週休２日推進工事
（発注者指定方式）」である旨を記載

入札公告、特記仕様書に「週休２日推進工事（受
注者希望方式）」である旨を記載

③工期設定 ４週８休を考慮した工期を設定
余裕期間制度（週休２日推進工事のみ導入）を
活用

現行積算基準を基に工期を設定
余裕期間制度（週休２日推進工事のみ導入）を活
用

④発注時積算及び
単価項目の設定

４週８休の補正を考慮 補正の適用は無し

労務費、機械器具経費等 ：週休２日推進に関する補正額
諸経費（共通仮設費、現場管理費） ：週休２日推進に関する諸経費額 を各々設定
発注者指定方式：当初契約時に単価項目を設定（設計図書に単価項目記載有り）
受注者希望方式：契約締結後、週休２日推進工事を行う場合に単価項目を設定（工法変更指示）

⑤工事着工前手続
き

無し 発注者より受注者宛に工事打合簿で週休２日推
進工事実施の有無を協議



6

４．週休２日工事の概要

項 目 NEXCO東日本

発注方式 発注者指定方式 受注者希望方式

⑥現場閉所の確
認方法

1)現場閉所を行うときは、監督員へ事前に「現場閉所届（休工届）」を提出
2)工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督員へ提出

⑦現地への掲示 工事看板や現場事務所等に「週休２日推進工事」である旨を明示

⑧精算時の対応 現場閉所率が未達成の場合、補正分を減額
（国準拠）
設計金額に変更があった場合は、④で設定し
た単価項目数量を0とし、新単価を設定

現場閉所状況を確認後、現場閉所率に応じた補正を
実施

⑨成績評定 ・４週８休以上を確保した場合は、加点評価
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５．≪参考≫入札公告記載例等

Ｈ31.3末時点下記工種で計６件を公告済
・土木工事
・舗装工事
・橋梁補修工事
・道路付属物工事


